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防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
住
宅
団
地
の
規
模
）

（
住
宅
団
地
の
規
模
）

第
一
条

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等

第
一
条

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
）
第
一
条
に
規

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
）
第
一
条
に
規

定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
戸
数
は
、
次
に
掲
げ
る
戸
数
の
う
ち
い
ず
れ
か

定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
戸
数
は
、
十
戸
と
す
る
。
た
だ
し
、
防
災
の
た

多
い
戸
数
と
す
る
。

め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
移
転
し
よ
う
と
す
る
住

居
の
数
が
二
十
戸
を
こ
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
半
数
以
上
の
戸
数
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
戸
数

イ

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
（
以
下
「
集

団
移
転
促
進
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
る
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
移
転
促
進
区
域
（
以
下
「
移
転
促
進
区
域
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
区
域
又
は
地
域
内
の
土
地
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該

移
転
促
進
区
域
に
お
け
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
施
設
の
整
備
が
十
分
に

行
わ
れ
て
い
な
い
場
合

五
戸

⑴

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
洪
水
浸
水
想
定
区
域

⑵

水
防
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域

⑶

水
防
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
高
潮
浸
水
想
定
区
域

⑷

活
動
火
山
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
火
山
災
害
警
戒
地
域

⑸

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土

砂
災
害
警
戒
区
域

⑹

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
百
二
十
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三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
津
波
災
害
警
戒
区
域

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

十
戸

二

集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
移
転
し
よ
う
と
す
る
住
居
の
数

の
半
数
以
上
の
戸
数

（
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
）

（
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
）

第
二
条

集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
は
、
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
の
協
議
の
申

協
議
申
出
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

出
は
、
集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
協
議
申
出
書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行

な
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
経
費
）

（
法
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
経
費
）

第
六
条

法
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
経
費
の
範
囲
及
び
そ
の
算
定
方
法
に
関
し
て
は

第
六
条

法
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
経
費
の
範
囲
及
び
そ
の
算
定
方
法
に
関
し
て
は

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
経
費
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
経
費

移
転
促
進
区
域
内
に
所
在
す
る
農
地
及

四

法
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
経
費

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
転
促

び
宅
地
の
買
取
り
（
当
該
移
転
促
進
区
域
内
に
所
在
す
る
全
て
の
住
宅
の
用
に

進
区
域
内
に
所
在
す
る
農
地
及
び
宅
地
の
買
取
り
（
当
該
移
転
促
進
区
域
内
に

供
さ
れ
て
い
る
土
地
を
買
い
取
る
場
合
（
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
の

所
在
す
る
全
て
の
住
宅
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
を
買
い
取
る
場
合
に
限
る

所
有
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
や
む

。
）
に
要
す
る
費
用
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
災
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が

を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
要
す
る
費
用
と
し

あ
る
危
険
区
域
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
価
額

て
、
こ
れ
ら
の
地
域
が
災
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
危
険
区
域
で
あ
る
こ

と
を
勘
案
し
て
算
定
し
た
価
額

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

附

則

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
削
る
）

２

平
成
十
六
年
新
潟
県
中
越
地
震
に
よ
る
災
害
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内
の
移
転
促
進
区
域
内

に
あ
る
住
居
の
集
団
的
移
転
を
促
進
す
る
た
め
緊
急
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
住
宅
の
用
に
供
す
る
一
団
の
土
地
に
つ
い
て
の
第
一
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中
「
十
戸
」
と
あ
る
の
は
「
五
戸
」
と
、
「

二
十
戸
」
と
あ
る
の
は
「
十
戸
」
と
す
る
。
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〇
国
土
交
通
省
関
係
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
項
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
集
団
移
転
促
進
事
業
の
特
例
）

（
集
団
移
転
促
進
事
業
の
特
例
）

第
十
一
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
集
団
移
転
促
進
事
業
（
次
項

第
十
一
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
集
団
移
転
促
進
事
業
（
次
項

に
お
い
て
単
に
「
特
定
集
団
移
転
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
七
十
七
条

に
お
い
て
単
に
「
特
定
集
団
移
転
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
七
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
交
付
金
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
二
条
第
十
二
項

第
一
項
に
規
定
す
る
復
興
交
付
金
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
二
条
第
十
二
項

に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
防
災
の
た
め
の
集

に
規
定
す
る
集
団
移
転
促
進
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
防
災
の
た
め
の
集

団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（

団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

昭
和
四
十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で

（
昭
和
四
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
集
団
移
転

定
め
る
戸
数
は
、
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特

促
進
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中

別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
。

「
十
戸
」
と
あ
る
の
は
「
五
戸
」
と
、
「
た
だ
し
」
と
あ
る
の
は
「
た
だ
し
、
国

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
集
団
移
転
促
進
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の

土
交
通
大
臣
が
特
別
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
き
」
と
、
「
二
十
戸
」

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
戸
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
特
別
な
事
情

と
あ
る
の
は
「
十
戸
」
と
す
る
。

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
集
団
移
転
促
進
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

集
団
移
転
促
進
事
業
計
画
に
お
い
て
定
め
る
移
転
し
よ
う
と
す
る
住
居
の
数
が
十

戸
を
こ
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
半
数
以
上
の
戸
数
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


